
令和５年度三沢市各種大会選手派遣事業費補助金交付要綱 

                        (令和５年４月１日) 

 （趣旨） 

第１条 三沢市は、市内の小・中学校に在籍している者、市内に住所を有する

小・中学生（ただし、生活拠点が市外の場合は除く。）、社会人及び身体障

害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に定めるもの

をいう。）の体育・スポーツ活動を振興及び促進し、心身ともに健全な人材

の育成や競技力の向上を図るなど、その教育的効果を高めるため、三沢市各

種大会選手派遣事業に要する経費について、令和５年度予算の範囲内におい

て、三沢市各種大会選手派遣事業費補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付については、三沢市補助金等の交付に関する規則

（昭和４７年三沢市規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるものと

する。ただし、主催者、加盟団体等から他の助成金等の交付がある場合は、

当該補助金の交付額から当該助成金等の額を除くものとする。 

⑴  小・中学生のスポーツ活動 別表第１に定めるもの 

⑵  社会人のスポーツ活動 別表第２に定めるもの 

⑶  身体障害者のスポーツ活動 別表第３に定めるもの 

 （申請書等） 

第３条 規則第４条第１項の規定による申請書は、様式第１号によるものとし、

同条第２項の規定により当該申請書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとし、大会の前日まで（４月１日、２日開催の大会については、この

限りではない。）に市長に申請するものとする。ただし、学校からの申請に

ついては、同一大会に複数の部活動が参加する場合は、まとめて申請するこ

とができる。 

⑴  収支予算書（様式第２号） 

⑵  当該大会及び予選会の大会要項 

⑶  参加者名簿（様式第３号） 



⑷  予選大会結果又は推薦等が確認できる書類 

⑸  その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定の通知） 

第４条 規則第５条第１項の規定による補助金の交付の決定の通知は、様式第

４号により行うものとする。 

 （補助金の交付の条件） 

第５条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規

則第５条第２項の規定により付された条件となるものとする。 

 ⑴ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）が予定の期

間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合は、速やかに

その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を

受けること。 

 ⑵ 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項

を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを当該年度の事業終了後

から５年間保管しておくこと。 

 （計画変更の承認） 

第６条 補助事業について、次に掲げる変更をする場合は、事業変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

 ⑴ 事業主体、事業内容等の変更 

 ⑵ 補助事業の中止又は廃止 

２ 市長は、前項の事業変更（中止・廃止）承認申請書を受理したときは、そ

の内容を審査し、その承認又は不承認を決定し、様式第６号により申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第６条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げは、補助

金の交付の決定の通知を受けた日から起算して７日を経過した日までにこ

れを行うものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 補助金の請求は、様式第７号により行い、事業終了後に確定通知書の



写しを添付して行うものとする。 

 （補助金の交付の方法） 

第９条 補助金の交付の方法は、精算払とする。 

 （実績報告書等） 

第１０条 規則第９条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の

廃止の承認を受けた場合はその日）から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付に係る年度の翌年度の４月１５日のいずれか早い期日までに、様

式第８号により行うものとし、当該報告に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

⑴  当該大会の結果 

⑵  収支決算書（様式第２号を準用） 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則

第１０条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、様式第９号により

通知するものとする。 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助金の交付を受けた団体又は個人（以下「団体等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 補助金を補助の目的以外に使用したとき。 

 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑶ 補助事業を行う者が法令に違反する行為を行ったとき。 

 ⑷ この要綱に基づく申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付

されているときは、様式第１０号により期限を定め、団体等に対してその返

還を命ずるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。



別表第１(第２条関係)  

小・中学生のスポーツ活動 

１ 対象となるスポ

ーツ活動の種類 

⑴ 学校体育における小学校及び中学校の部活動 

⑵ 社会体育におけるスポーツ少年団及びスポーツクラブ等のス

ポーツ活動 

２ 対象となる主催

団体の運動競技会 

⑴ 国又は地方公共団体が主催又は共催する競技会 

⑵ 学校体育団体が主催又は共催する競技会 

 （全国組織並びに県及び地区の中学校体育連盟） 

⑶ 日本スポーツ協会及び傘下の加盟団体が主催又は共催する競 

技会 

競技性のあるものをいい、参加者の交流を図ることを主たる目

的とするものを除く。 

３ 対象となる運動

競技会の規模 

⑴ 予選会を経る（推薦等によるものを含む）県大会クラス以上

の競技会 

（競技人口が少ないスポーツの場合で、上記に該当しない場合は

その都度協議し判断する） 

⑵ その他市長が該当すると認める競技会 

ただし、⑴⑵共に市内で開催される大会を除く。 

４ 補助対象の人員 選手（補欠を含む）並びに監督及びコーチ等は、競技要項に定め

るエントリーの範囲内とし、監督及びコーチ等は３名を上限とす

る。 

要項に定められていない場合は協議により決定する。 

選手以外については、団体等で継続的に活動する個人とし、学校

部活動に関しては部活動指導員等のみ（教職員は除く）とする。 

５ 補助金交付額及

び積算基準 

⑴ 旅費 三沢駅から各競技会場地最寄駅までの最も経済的な

通常の経路等により旅行した場合の往復運賃（普通運賃、急行、

特急料金（新幹線含む））とする。 

ただし、県大会は普通運賃のみとする。 

また、電車の利用が困難な場合は、協議により積算基準を決定

する。 

（注：1 大会につき1 往復とする。グリーン料金、貸切りバス料

金、航空運賃は除き、片道６０１キロメートル以上の場合は往復

割引を適用するものとする。） 

⑵ 東北大会以上の宿泊料 １泊６，５００円を上限にその泊数 

とする（大会出場に必要と認められる部分に限る。）。 

全国・東北大会が青森県内で開催される場合は、原則補助対象 

外とする。 

⑶ 参加料 団体競技については参加者の一部だけが補助対象者

となる場合、協議のうえ対象金額を決定する。 

６ 補助金の交付率 県大会 上記積算基準(１)及び（３)の３割以内の額 

東北大会以上 上記積算基準(１)、（２)及び（３）の７割以内の

額 

※１，０００円未満は切捨て。 

 



別表第２(第２条関係) 

 

社会人のスポーツ活動 

 

１ 対象となるスポ

ーツ活動の種類 

 

社会体育の分野におけるスポーツ活動 

２ 対象となる主催

団体の運動 

⑴ 国又は地方公共団体が主催又は共催する競技会 

⑵ 日本スポーツ協会及び傘下の加盟団体が主催又は共催する競

技会 

⑶ ⑵に同等の体育連盟が主催又は共催する競技会 

競技性のあるものをいい、参加者の交流を図ることを主たる目

的とするものを除く。 

３ 対象となる運動

競技会の規模 

⑴ 予選会を経る（推薦等によるものを含む）東北大会クラス以

上の競技会 

⑵ その他市長が該当すると認める競技会 

ただし、⑴⑵共に市内で開催される大会を除く。 

４ 補助対象の人員 選手（補欠を含む）は競技要項に定めるエントリーの範囲とする。

監督、コーチ、マネージャー等は除く。 

５ 補助金の交付額 ⑴ 世界選手権大会出場及びオリンピック出場 

          （一人当たり） 

                １００，０００円 

⑵ 国際大会出場   （一人当たり） 

       開催地（国外）   ８０，０００円 

       開催地（国内）   ５０，０００円 

⑶ 国民体育大会出場 （一人当たり） 

                 １０，０００円 

⑷ 全国大会出場   （一人当たり） 

                 １０，０００円 

⑸ 東北地区大会出場 （一人当たり） 

                 １０，０００円 

 

ただし、出場に係る経費（旅費、参加料、宿泊料）が補助交付

額に達しない場合は、実費額を上限とする。 

 



別表第３(第２条関係) 

 

身体障害者のスポーツ活動 

 

１ 対象となるス

ポーツ活動の種

類 

 

社会体育の分野におけるスポーツ活動 

２ 対象となる主

催団体の運動競

技会 

⑴ 国又は地方公共団体が主催又は共催する競技会 

⑵ 日本スポーツ協会及び傘下の加盟団体が主催又は共催する競 

技会 

⑶ その他国内及び国外において開催する各種身体障害スポーツ

競技会 

競技性のあるものをいい、参加者の交流を図ることを主たる目的

とするものを除く。 

３ 対象となる運

動競技会の規模 

⑴ 予選会を経る（推薦等によるものを含む）県大会クラス以上の

競技会 

⑵ その他市長が該当すると認める競技会 

ただし、⑴⑵共に市内で開催される大会を除く。 

４ 補助対象の人

員 

選手（補欠を含む）並びに監督及びコーチは、競技要項に定めるエ

ントリーの範囲とする。 

５ 補助金交付額

及び積算基準 

⑴ 旅費 三沢駅から各競技会場地最寄駅までの最も経済的な通

常の経路等により旅行した場合の往復運賃（普通運賃、急行、特急

料金（新幹線含む）とする。 

ただし、県大会は普通運賃のみとする。 

また、電車の利用が困難な場合は、協議により積算基準を決定す

る。 

（注：1 大会につき1 往復とする。グリーン料金、貸切りバス料金、

航空運賃は除き、片道６０１キロメートル以上の場合は往復割引を

適用するものとする。） 

国外の開催地にあっては、開催地までの最短距離を基準とし、そ

の中で所要の最短運賃とする。なお、運賃が変更になった場合は、

交付決定額を超えないこととする。 

⑵ 東北大会以上の宿泊料 １泊６，５００円を上限に、その泊数

とする（注：大会出場に必要と認められる部分に限る。） 

全国大会及び東北大会が青森県内で開催される場合は、原則補助

対象外とする。 

 

⑶ 参加料 

団体競技については参加者の一部だけが補助対象者となる場合、

協議のうえ対象金額を決定する。 

６ 補助金の交付率 上記積算基準(１)、（２)及び（３）の７割 

※１，０００円未満は切捨 

 


